
大田市告示第１２５号 

 

 大田市国民健康保険条例（平成１７年大田市条例第１１８号）第１２条第１項、

第２項、第１２条の６の６第１項、第２項、及び第１２条の１１第１項、第２項の

規定に基づき、令和７年度の国民健康保険料率を次のとおり決定したので、第１２

条第３項、第１２条の６の６第３項、及び第１２条の１１第３項の規定により告示

する。 

 

  令和７年６月２４日 

 

                    大田市長  楫野 弘和 

 

基礎賦課額の保険料率 

１．所得割                       ０．０８８０ 

２．被保険者均等割                  ２８，８００円 

３．世帯別平等割 

ア．特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯     １８，３６０円 

イ．特定世帯                   ９，１８０円 

ウ．特定継続世帯                １３，７７０円 

 

 

後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

１．所得割                       ０．０２６０ 

２．被保険者均等割                   ８，７６０円 

３．世帯別平等割 

ア．特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯      ５，６４０円 

イ．特定世帯                   ２，８２０円 

ウ．特定継続世帯                 ４，２３０円 

 

 

介護納付金賦課額の保険料率 

１．所得割                      ０．０２３０ 

２．被保険者均等割                  ９，４８０円 

３．世帯別平等割                   ４，５６０円 


